
給実甲第１３０２号

令和４年６月１７日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２２０号の一部改正について（通知）

給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給について）の一部を下記のと

おり改正したので、令和４年１０月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

19 規則第５条第２項第２号イ及び 19 規則第５条第２項第２号及び第

ロの「育児休業の承認に係る期 １１条第２項第２号の「育児休業

間」とは、基準日以前６箇月以内 の承認に係る期間」とは、基準日

の期間とその一部又は全部が重複 以前６箇月以内の期間とその一部

する育児休業の承認を受けた期間 又は全部が重複する育児休業の承

の初日から末日（育児休業の期間 認を受けた期間の初日から末日

の延長の承認を受けた場合にあっ （育児休業の期間の延長の承認を

ては当該延長の承認を受けた期間 受けた場合にあっては当該延長の

の末日とし、育児休業の承認が効 承認を受けた期間の末日とし、育



力を失い、又は取り消された場合 児休業の承認が効力を失い、又は

にあっては当該承認が効力を失っ 取り消された場合にあっては当該

た日の前日又は当該承認が取り消 承認が効力を失った日の前日又は

された日の前日とする。）までの 当該承認が取り消された日の前日

期間をいう。 とする。）までの期間をいう。

以 上


